
農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）の概要 

 
 
【農業経営の改善に必要な長期かつ低利な資金の借入れ】 

認定農業者に対して、農業経営改善計画に即して規模拡大その他経営改善を図

るのに必要な長期低利資金を㈱日本政策金融公庫が融資します。 
 
１．借入対象者 

認定農業者（※） 
※ 認定農業者とは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作

成して市長の認定を受けたものをいいます。 
 
２．借入条件 

（１）資金の使途 

・ 農地等の取得 
・ 農業経営用施設、機械の改良や取得等 
・ 農産物の加工処理、流通販売施設の改良や取得等 
・ その他農業経営改善計画の達成に必要な設備投資 
（２）借入限度額 

・個人：1 億 5 千万円 
・法人：5 億円 
（３）借入金利 

借入期間に応じて 0.70～1.60％（平成２２年６月１８日現在） 
（４）償還期限 

２５年以内 
（５）その他 

平成２２年度に借り入れた場合は、貸付当初５年間は実質無利子での融資を受

けることができます。（限度額：個人１億円、法人３億円） 
 
３．取扱い金融機関 

㈱日本政策金融公庫 
４．利用方法 

借入希望者は、㈱日本政策金融公庫、最寄の JA に必要書類を提出してください。 
５．問い合わせ先 

㈱日本政策金融公庫（本店フリーコール℡0120－926－478） 
 


